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平成２３年度 

東日本大震災復興支援 

「スポーツこころのプロジェクト」実施要項（案） 

 

 

１．目 的 

  この度の東日本大震災により、大きな被災を被った地域への復興を支援するた

め、わが国スポーツ界が一丸となりアスリート等を被災地へ派遣し、子どもたち

を中心に、多くの人々が元気と活力を取り戻し、将来への希望の光を灯すことが

できるよう、アスリートと被災地の人々との交流活動を通して、復旧・復興に寄

与することを目的とする。 

 

２．主 催 

  公益財団法人日本体育協会／公益財団法人日本オリンピック委員会 

  財団法人日本サッカー協会／日本トップリーグ連携機構 

 

３．協力支援 

  独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 

４．実行委員会  

  本事業を遂行するにあたり、別に定める規程に基づき実行委員会を編成する。 

 

５．実施事業の名称 

  『東日本大震災復興支援「スポーツこころのプロジェクト 笑顔の教室」』 

（通称：「スポーツ笑顔の教室」） 

 

６．事業の実施期間 

   実施期間は、平成２３年度から概ね５年間とする。 

 

７．参加対象者 

参加対象者は、当面、小学校５～６年生を中心とした小学生とする。 

 

８．事業の実施形態 

（１）事業の実施に際し、中央競技団体、都道府県体育協会及び都道府県教育委

員会をはじめとした関係諸機関・団体等と調整し、「スポーツ笑顔の教室」

の開催地、派遣する講師（「夢先生」）について決定する。 

（２）「スポーツ笑顔の教室」は、別表１に定める基本日程及びカリキュラムを

基本として実施する。なお、基本日程及びプログラムについては、開催地

と協議し弾力的に取り扱うこととする。 
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（３）開催地では、事業の実施を統括する責任者を定めるなど、必要な安全対

策を行う。 

（４）主催者は、「スポーツ笑顔の教室」に派遣する「夢先生」以外に、サポー

ト及び参加者の活動を掌握するために必要なスタッフを用意する。 

（５）「スポーツ笑顔の教室」終了後、児童、開催地、「夢先生」へのアンケート

結果等をフィードバックし、運営等の改善・向上に努める。 

  

９.その他の事業 

「スポーツ笑顔の教室」以外の事業については、開催地の関係機関・団体と連携

し、被災地の実情やニーズを把握して、本事業の目的を達成するために必要な事

業を実施する。 

 

10.事業の実施経費 

（１）この事業は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施する。 

（２）事業実施に係る経費は、主催者で負担する。 

 

11.その他 

（１）実行委員会は、公益財団法人日本体育協会に設置する。 

（２）日本スポーツ振興センターに対する助成金申請等の手続きは、公益財団法人

日本体育協会が実施する。 

 

 

 

 

別表１ 基本日程及びカリキュラム 

 前半：遊びの時間    （４５分）  後半：対話の時間     （４５分） 

１．自己紹介         （５分） １．夢先生のトーク     （２０分） 

２．ウォームアップ     （１０分） ２.がんばりシートへの記入 （１５分） 

３．サブゲーム       （１０分） ３.夢先生のがんばりシート発表（５分） 

４．メインゲーム及びまとめ （２０分） ４．エンディング       （５分） 

 


